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国民年金に加入している農業者の皆さん
安心で豊かな老後のために!

● 農業に従事する人は、広く加入できます

● 保険料の額は自由に決められます

● 80歳までの保証が付いた終身年金です

● 税制面でも大きなメリットがあります

● 認定農業者など担い手には保険料の助成があります

農業者年金に加入しましょう農業者年金に加入しましょう

手続き・相談は
　　　　農業委員会に

平成25年度農作業標準料金が決定

●農業機械・施設等作業料金（稲作の場合、オペレーター代込み※補助員は別途）

●農業機械・施設等作業料金（転作の場合、オペレーター込み）

農作業標準賃金（1日8時間、　一般作業）

8,715～9,765円

オペレーター標準賃金 同　補　助　員

1時間 2,428円 1時間 1,758円

1日　19,425円 1日　14,070円

各作業料金は、当事者間で話し合いの上で決定してください。
（圃場の立地条件や整備状況（傾斜状況・区画の大小）等に左右されるため）

●農地に関する相談・転用についての手続きや疑問
●無断転用の連絡・相談

問　農業委員会事務局（市役所１階）（☎88‐8115）

※農地の貸し借りについては
㈶勝山市農業公社（☎88‐5520）まで

農地転用の許可申請は、農業委員会で受け付けています

作　業　区　分 単　位 料　金 備　　　　考

耕　起
ロ ー タ リ ー 耕 10アール 6,615円 1回当たり

パワーディスク耕 10アール 4,200円 1回当たり

荒がき ロ ー タ リ ー 耕 10アール 3,885円 1回当たり

代 　 か 　 き 10アール 6,615円 2回がけ

田 　 植 10アール 7,455円
収 　 穫 10アール 16,170円 もみ運搬は別途

乾 　 燥 60kg 1,102円
も み す り 60kg 525円 粗玄米

防 　 除 10アール 388円 背負式動力散粉機使用1回当たり

水稲種子コーティング 10アール 6,090円
直 播 作 業 10アール 6,090円

作業区分 大　　麦 そ　　ば 大　　豆 備　　　考

耕起・播種 6,405円 6,405円 5,670円 種子代は別途

収　　 穫 11,760円 10,710円 10,710円

溝 掘 り 3,990円 3,990円 3,990円 ロータリートレンチャー標
準延長200ｍ

培　　 土 ――― ――― 4,200円 ロータリーカルチ

防　　 除 546円 273円 819円

※農作業標準料金は、圃場整備した30a程度の田で試算してあります

参考：畦畔草刈作業　1,365円/時（草刈機持ち込み、損料・燃料含む）

※税込み額
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農地転用とは?

農業委員会
だより

農地の転用には、許可が必要です農地の転用には、許可が必要です

農地の転用などの手続きは？
　農業委員会でお
渡しする申請書類
を提出してください。
毎月10日
締切

　農業委員会で
現地確認および
審議します。
毎月25日頃

開催

　県・県農業
会議で審議し
ます。
翌月20日頃
開催

　許可通知と看
板を受け取りま
す。
翌月末までに
受け取り

　許可後速や
かに埋め立て
や建築工事に
取りかかって
ください。

締切から許可がおりるまでには、およそ7週間かかります

　建築工事な
どの転用が完
了したら、速
やかに完了届
を提出してく
ださい。

　許可を受けずに無断で転用した場合は、工事の中止や原状回復などの命令がなされる場合があります。
　また、無断転用をした者は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金（法人は1億円以下の罰金）となります。

※農地が農業振興地域に入っている場合は、事前に農業振興地域除外の手続きが必要になります
　ただし、除外できない場合がありますので、あらかじめご相談ください

農地は無断転用できません

農地転用許可制度農地転用許可制度農地転用許可制度

無断転用には厳しい罰則

　農地転用とは、農地を農地でなくすこと、
すなわち農地に区画形質の変更を加えて住宅
用地や工場用地、道路、山林などの用地に転
換することをいいます。

一時的な農地転用は?
　農地を一時的な資材置き場、砂利採取場な
どとして利用する場合も転用になり、許可が
必要です。

皆さんは大丈夫ですか?
　この場合も転用になります。
　無断で行ってはいけません。

青空駐車場として
利用する場合 農業用施設を建てる場合


